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特定+業 者の
主たる業種

目動車製造業  3011

該当する事業
者要件

マ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第〕0条舞l号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算
して1.500キロリットル以上))                   .
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100合以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10粂 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に換算して3、000トン以上))

「

「

計 画  期  間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本  方  針 省エネ設備の導入や ロス低減活動によ り、出荷額当り排出量の 1%削 減を目指す

推 進 体 行」工場長を統拾者 とする環境保全組織によ り、Iネルキー肖」械rll画の推進 ・フォDを 行なう

年度 ことの具
体的な取組及
び措置

1 8～ 1 9 製造部各課 拠進世rFl■ltの効率化守により !‖イヤ額当リコトJl丘の 1%を 打り渡する。

1 S～ 1 9 工務部総安室 事務所空削検7'の設定品度を管Jj! 担度の迎ltを抑える

温三効果カス
の排出量等 排出区分

基4■年度 (実績,
(17)年 度

(二控化炭来rA算 〈1))

日棋年度 (計回)
(19)年 度

(二酸化炭基換算 〈1))

刺扱 等

(計画 )

( % )

A事 業所等排出区分 38,856 t 381076t -20 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 1,092t 1 0 6 6 t -2 0 %

JF出合計 的       891948t ■を      391142t 20 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二段化炭素換算 (t

森林の保全及び整備 〈セ術而411) 〈唆Flk■) t

府内産の木材の利用 〈利,1■) ma (削減■) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(■モ■) (抑〕波工) t

(無サ(統」1) GJ (ⅢⅢ渡j4) t

グリーン電力の購入 〈担↓入■) (bり演■) t

削減量等合計 t

差引排出量
( l l l出合計一Pl波等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
キ1                39 948 t |〕―的    39142t 20 %

特 記  事  項 1 計画則間に予定するC02,「出量削減アイテムは以 卜のとおり
(1)水管ポイラーを小型員流ポイラーに更新
12)大型暖房機の劣化更新
0排 水処理場の汚泥脱水機を真空式から癒布プレス式に更新
14)局部PR明のインド タ化

運  結   究 担 当
金
， 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ 番 号

注 】該当する□には レロJを記入してください。付定JF米″以タトで山tittl J ,される手来イの方は レいの記入は不要です。
2「 たil午″Jと はキ|‖町lt F lの31年度を 「1標年度」とは市1卍ittW lの最終年度をいいます。

3「 手栄ル,午初‖‖て分」とは ボ /111 1内のヨI業所村の手栄Vr助のためのエネルギーの使用に11いチさ4:する缶!主劾〕tガスを 「輸送ⅢⅢⅢl11‖iイ分」と
は 山Ill J i j■l14事米イについては使l,の本れのfl置を,て打rl句とする■両の'印‖する11室効火ガスを 鉄道手米イについては体れする貨物1'両X
はllFt 4  1 i‖"のfJl‖するよ=効米ガスを 「そのlt均IⅢlに分Jとは に記以タトの京lF府内におけるll栄〃,等の手Xlr動に11をいyじ4とする服室効米ガス
をいいます。

4「 竹ttllⅢ」には 平成2年度 (〕990年 度)を )モ1ととした捌‖Ⅲ Ⅲlのメサ比やエネルギー】〔“rlCo″掛1,i、、台エネ喫ⅢⅢm充などlLイの11室効火
ガス"1‖ⅢⅢ世への責献 グ リーンll速の家,‖ 竹 /Lフロンなどの条lHl指せ外のli室//J以ヽガスの前J波などを記入してください。


